
学校給食における食育の取組について
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食育基本法

「食育」とは、食育基本法の中で次のように位置づけられています。

● 生きる上での基本であって、知育、徳育、体育の基礎となるべきもの

● さまざまな経験を通じて「食」に関する知識と、「食」を選択する力を習得し、

健全な食生活を実践できる人間を育てること

食育基本法とは、食育を包括的・計画的に推進するために平成１７年６月に制定されました。

食をめぐる現状・課題 第４次食育推進基本計画（令和３～７年度）より

● 生活習慣病の予防 ● 高齢化、健康寿命の延伸 ● 世帯構造や暮らしの変化

● 成人男性の肥満、若い女性のやせ、高齢者の低栄養

● 農林漁業者や農山漁村人口の高齢化、減少 ● 総合食料自給率 ● 食品ロス

● 地球規模の気候変動の影響の顕在化 ● 地域の伝統的な食文化が失われていくことへの危惧

● 新型コロナによる「新たな日常」への対応

● 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）へのコミットメント
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食育基本法 ～第１条（目的）～

農林水産省「第４次食育推進基本計画」
リーフレットより

学校給食
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食育基本法 ～第１９－２５条（基本的施策）～

家庭における食育の推進

学校、保育所等における食育の推進

地域における食生活の改善のための取組の推進

食育推進運動の展開

生産者と消費者の交流の促進、

環境と調和のとれた農林漁業の活性化等

食文化の継承のための活動への支援等

食品の安全性、栄養その他の食生活に関する

調査、研究、情報の提供及び国際交流の促進
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学校における食育の推進

文部科学省「日本の学校給食と食育」リーフレットより
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学校における食育の推進

文部科学省「日本の学校給食と食育」リーフレットより
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学校における食育の推進

文部科学省「日本の学校給食と食育」リーフレットより
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学校における食育の推進

文部科学省「日本の学校給食と食育」リーフレットより
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学校における食育の推進

文部科学省「日本の学校給食と食育」リーフレットより
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本市関係課（食育）

総合的な食育の取組 健康づくり推進課

地産地消等の取組 農林水産課

早寝早起き朝ごはん運動 生涯学習課

保育所（園）、幼稚園、こども園の取組 こども保育教育課

学校給食の取組 保健体育課

食品ロスの取組 ゼロカーボンシティ推進課



事業内容

高松市教育委員会栄養士を市内の私立幼稚園に派遣し、保育時間、

弁当や給食の時間、幼稚園の行事等において指導・助言を行う。
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保健体育課における食育の取組 ～私立幼稚園食育推進事業～

（幼稚園の要望に応じた内容）

園児への指導：
エプロンシアター、クイズ等を活用し、
栄養バランスやおやつの摂り方など

保護者への指導：講話・栄養相談など



事業内容

子どもたちの健やかな成長と生涯にわたる健康の保持・増進を図
ることを目的として、年４回開催。
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保健体育課における食育の取組 ～食育セミナー～

朝日新町学校給食
センター見学会

こども料理教室 収穫体験 親子料理教室

（ねらい）

安心・安全でおいしい給食
ができるまでの仕組みを学ぶ。
（内容）
給食ができあがるまでの流
れの説明、調理器具や仕組
みの紹介・体験

（ねらい）

子ども自身が朝食メニュー
を作ることで、料理の知識・
楽しさを学ぶ。
（Ｒ５実施メニュー）
ごはん、卵焼き、
夏野菜の味噌汁、果物

（ねらい）

学校給食に使用している食
材の生産者等と連携し、収穫
体験等を通して、食への関心
を持たせる。
（Ｒ５体験内容）
きのこ工場の見学

（ねらい）

学校給食メニューを親子で
作ることで、調理の楽しさを
味わい、親子のコミュニケー
ションを図る。
（Ｒ５予定メニュー）
ハヤシライス、
りっちゃんサラダ



◎ 高松産ごじまん品の無償提供（Ｒ４年度～）
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保健体育課における食育の取組 ～地場産物活用の取組①～

提供月
（Ｒ５年度）

提供品

９月
シャインマスカット
アスパラガス、なす

１２月 キウイフルーツ（香緑）

Ｒ６．１月 ミニトマト

２月 鯛、イチゴ（中のみ）

３月 イチゴ（小のみ）

◎ 特別栽培さつまいもの利用（Ｒ５.１０月）

提供月
（Ｒ４年度）

提供品

１０月 オリーブ牛

１２月
みかん（小原紅早生）
キウイフルーツ（香緑）

Ｒ５．２月 菜花

３月 ブロッコリー、板のり



◯ チヌ（クロダイ）すり身団子無償提供

提供献立：チヌ団子と野菜のみそ煮、チヌのつみれ汁、チヌのつみれ和風あんかけ

◯ 学校給食県魚ＰＲ事業（はまち食材費一部補助）

提供献立：はまちの照り焼き（風）、はまちの幽庵焼き

◯ 学校給食香川県産のり普及事業（味付けのりの無償提供）
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保健体育課における食育の取組 ～地場産物活用の取組②～

高松市学校給食地場産農産物活用推進検討会の開催（Ｈ２０年度～）

（出席者）市場関係者、ＪＡ担当者、栄養教諭、学校給食調理員

市学校給食会、市農林水産課、市保健体育課



◎ サミット給食の実施（６～７月）
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保健体育課における食育の取組 ～その他①～

◎ 学校給食アレルギー対応委員会の開催（Ｒ３年度～）

（内容）

学校給食における食物アレルギー対応マニュアルの改訂、

食物アレルギー事故報告のフィードバック 等



◎ 食育推進連絡会の開催（毎年６月に開催）

（対象者）市立小・中学校の給食主任、栄養教諭及び学校栄養職員

（内容） 食に関する指導の小・中連携の取組 等
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保健体育課における食育の取組 ～その他②～

◎ 食育フェスタ

（内容）高松市の食育の取組、

食育体験イベント 等

◎ 学校給食展

（内容）高松市の学校給食のあゆみ、

各校での給食指導の取組の紹介
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全国学校給食甲子園 ～屋島小学校 優秀賞受賞～

「第１８回全国学校給食甲子園」にて、屋島小学校チームが全国から1,079校がエントリー
される中、４次審査までを突破。令和５年１２月１０日（日）に開催された決勝戦で地場産
品の利用状況や出来栄えが評価され、見事優秀賞を受賞しました。

受賞献立
黒豆ごはん、牛乳
瀬戸のかたくちいわしの南蛮漬け
食べて菜の磯香あえ、金時汁
キウイフルーツ（香緑）

全国学校給食甲子園ＨＰより転載
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今後の課題①

第４次食育推進基本計画（令和３～７年度）における目標

学校給食における地場産物を使用する割合（金額ベース）で現状値（令和元年度）よりも

維持・向上した都道府県の割合 ： ９０％以上

高松市の学校給食における地場産物使用率 目標値：４６．４％

令和４年度 ：【高松市産】 ２．５％ 【県内産】 ４１．７％ 【香川県産（高松市産＋県内産）】 ４４．２％

平均使用率（R4.4～12月） 市町村数

５０％以上 ９

４５～５０％未満 ５

４０～４５％未満 ３

４０％未満 ０

（参考）香川県地場産物使用率別市町・学校組合教育委員会数

香川県全体と比較すると、
高松市の地場産物使用率は低い

令和４年度地場産物使用率（香川県全体）
49．6％



今後の課題②

学校給食は、学校衛生管理基準に基づき、限られた時間内で衛生的に調理・配膳する必要がある。

特に、本市は他市町に比べ、調理する食数が多い（約35,000食／日）ことから食材に関しては、

・統一した規格のものが必要 ・安定的な供給が求められる

・限られた予算内での献立作成 ・市内統一献立のため、量の確保が難しい

・天候等による急な欠品のリスクがある 等、 調理作業・コスト・供給面で課題がある。

現状においても、調達可能な食材については、地場産物を利用しており、使用率を大幅に向上させる

ことは容易ではないが、関係機関・部署との連携をさらに強化する中で、今後の地場産物の利用促進

の方策について検討する。

地場産物利用の促進や郷土料理を取り入れることなどにより、

今後も学校給食を通じ、児童生徒の健全な食生活の実現に寄与。 18


